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　1）名称 株式会社　伸和産業（しんわさんぎょう） 代表取締役　太田雄三

　2）資本金 3,000万円

年間 　取扱高 65,000 ㌧ 売上高 1,391 百万円

　3）設立 1973年4月

　4）事業内容 古紙のリサイクル・販売、機密文書再生

　5）事業規模 本　　社 青森県弘前市堅田1-4-2

TEL：0172-35-5255　 　　FAX:0172-35-5257

従業員数：48名

延床面積：2,000ｍ２

運搬車両：　パッカー車19台 4ｔ平ボディ車2台

2ｔ平ボディ車1台 4ｔウイング車9台

3ｔ平ボディ車1台 1.5ｔ箱型車1台

保有重機： ショベル3台 フォークリフト2台 クランプリフト3台

設置状況： ベーラー1台 処理能力　120ｔ/日 破砕機1台　

青森営業所(西・中央)

　　・青森西営業所 青森県青森市油川字岡田122-8

TEL：017-787-3455 　　FAX:017-787-3456

　　・青森中央営業所 青森県青森市問屋町2-12-14

　 TEL：017-764-2755　 　　FAX:017-764-2805

従業員数：31名

延床面積：2,000ｍ２（中央営業所）　700ｍ２（西営業所）

運搬車両：   パッカー車11台 4ｔウイング車4台

3ｔ平ボディ車3台 2ｔ平ボディ車4台

保有重機： ショベル2台 フォークリフト2台 クランプリフト2台

設置状況 ベーラー2台 処理能力88ｔ/日 破砕機　1台

つがる営業所 青森県つがる市柏広須照日5-1

TEL：0173-27-5545 　　FAX:0173-27-5544

従業員数：8名

延床面積：450ｍ２

運搬車両：パッカー車4台 4ｔウイング車1台

保有重機： ショベル1台 フォークリフト1台 クランプリフト1台

設置状況 ベーラー１台　処理能力88ｔ/日

　　　　　　　<付記>エコアクション21対象組織：本社、青森西・中央営業所および つがる営業所含む全組織

　6）主な納入先 日本製紙株式会社　秋田工場 秋田県秋田市

日本製紙株式会社　石巻工場 宮城県石巻市

日本製紙株式会社　岩沼工場 宮城県岩沼市

能代製紙株式会社 秋田県能代市

上山製紙株式会社 岩手県一関市

日本製紙クレシア株式会社　東京工場 埼玉県草加市

１．会社概要
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　7）取得許可 青森県産業廃棄物処理収集運搬業

　　[取扱い品目]　廃プラスチック類　紙くず　木くず　金属くず　ガラスくず　コンクリートくず および 陶磁器くず

一般廃棄物処理施設設置許可（青森県）

　 [施設の種類]　ごみ処理施設（圧縮・梱包） [主な機械]　古紙自動圧縮梱包機　4台

[取扱い品目]　紙くず（新聞紙、雑誌、ダンボール、牛乳パック）

一般廃棄物処理施設設置許可（青森県）

[施設の種類]　ごみ処理施設（破砕施設） [主な機械]　大型破砕機　1台

[取扱い品目]　紙くず

弘前市一般廃棄物処理業

平川市一般廃棄物処理業

南津軽郡藤崎町一般廃棄物処理業

大鰐町一般廃棄物処理業

北津軽郡板柳町一般廃棄物処理業

【一般廃棄物取扱い品目】　可燃物　不燃物

　8）エコアクション活動対象範囲・対象活動

①本社 ②つがる営業所

古紙収集回収、選別、加工、販売、機密文書再生 古紙収集回収、選別、加工、販売

③青森西営業所 ④青森中央営業所

古紙収集回収、選別、加工、販売 古紙収集回収、選別、加工、販売、機密文書再生

[許可年月日]

[許可年月日]

[有効年月日]

[有効年月日]

平成31年4月14日

[許可年月日] 平成30年1月19日

令和4年4月1日

[許可番号]　弘前市指令（環管）第63号

[許可番号]　29-0-2

[許可年月日]

[有効年月日]

[許可番号]　00200017096　

[有効年月日]

令和7年3月31日

[許可番号]　指令第31号

[許可番号]　許可11号

令和6年3月31日

令和6年3月31日

令和5年4月1日

[許可年月日]

[許可番号]　第30-11号

令和4年4月1日

令和6年4月13日

[許可番号]　16-0-9

[許可年月日] 平成17年3月24日

[有効年月日]

令和6年3月31日

令和4年4月1日[許可年月日] 令和6年3月31日

[許可番号]　板柳町指令第29号

令和4年4月1日

[許可年月日] [有効年月日]
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　9）担当者連絡先 代表取締役社長： 太田雄三

環境管理責任者： 太田 康仁

事務局担当： 花田 覚士

　　　　Email：hanada-satoshi@shinwa-hr.co.jp

TEL：0172-35-5255　　FAX：0172-35-5257

　10）営業の沿革

・1973年4月 製紙原料卸問屋として設立。資本金300万円。

・1979年 青森県産業廃棄物処理収集運搬、1985年弘前市一般廃棄物業許可取得。

・1981年 東北製紙㈱（現、日本製紙㈱秋田工場）、1988年十条製紙㈱（現、日本製紙㈱）、

1992年丸三製紙㈱　直納店指定。

・1984年 青森西営業所、1991年青森東営業所（2005年閉鎖）、1999年本社第2工場、

2005年青森中央営業所および　つがる営業所新築開設。

・1997年 機密文書リサイクル事業開始。

・2000年 本社第2工場、2006年青森中央営業所へ機密文書リサイクル用シュレッダー設置。

・2017年 本社　機密文書専用処理施設　新築

・資本金推移 1978年 500万円、1980年 1,000万円、1998年 3,000万円。

 11) 回収資源の回収・収集・再資源化等

　12）作業工程

Email：oota-yuuzou@shinwa-hr.co.jp

Email：oota-yasuhito@shinwa-hr.co.jp

単位

t

再生資源の種類 回収・収集等運搬量

金属

古紙 65000

廃棄製品

その他：

その他：

単位

t

再生資源の種類 処理又は加工等方法 再資源化量 最終処分量

金属

古紙 回収→選別→加工 65000

廃棄製品

その他：

その他：
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3．環境経営方針　

２．経営理念・社是

一，安全第一
一，自他尊重
一，三方よし

古紙リサイクルを通じて
地域と製紙会社に
必要とされる会社

社是経営理念

制定日：2007年10月25日

改定日：2020年8月7日

株式会社 伸和産業 

代表取締役 太田 雄三

環　　境　　経　　営　　方　　針

7 ． 製品品質向上の為の社員教育強化

以上の項目について、全社をあげて継続的改善に取り組み、環境保全に貢献します。

1 ． 廃棄物減量のためのリサイクル推進

2 ． ＣＯ２排出削減のための省エネルギー推進

3 ． 総排水量の削減

具体的には…

当社は、古紙リサイクルを通じて地域と製紙会社に必要とされる会社を目指します。

すなわち、古紙の仕入れ、販売に関わる全ての事業活動において関連法令ならびに、

その他の要求事項を遵守しながら、環境への配慮を考慮して、

継続的に環境負荷の低減を図ります。

この環境経営方針を、全従業員に周知徹底することを宣言します。

4 ． 運行管理システムを利用したエコドライブの推進

5 ． 地域貢献活動への参加

6 ． PDCAシステムを活用した組織的な運営体制の強化
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4．事業活動における環境関連事項

持込

・古紙の選別前処理を徹底し、短時間集中型プレス作業を行う。
・ゴミ減量のため、再資源化できる物はリサイクルする。（DM、封筒開封時の切り口、メモ用紙など）
・エコドライブ、アイドリングストップの徹底。急加減速の防止。
・洗車の回数を減らし、節水をはかる。（毎日洗車→週１回へ）
・冷暖房機の設定温度の管理徹底。（夏２７℃・冬２１℃）
・環境に配慮したパッカー車を随時導入する。
・毎月１回、自動車教習所で安全運転講習（講話・実技）の実施。
・年１回、パッカー車安全講習を受講。日々のメンテナンス管理の徹底。
・さくら祭り期間中の公園内清掃。地域団体の河川清掃、地域清掃への参加。
・オフィス町内会への参加推進。それに伴う企業の紙ごみ減量化によるコストダウン、省資源、省エネルギーの取組みによる温暖化の防止を図る。

収集 業務の効率化

営業拠点の深耕積極的地域貢献

工場

製品の品質向上

出荷

環

境

負

荷

低

減

活

動

軽油
ガソリン
LPG

軽油
ガソリン
LPG

電気
軽油
設備
消耗品

労
働
力

一般住民
地域団体

地域団体
スーパー

コンビニ

選別
プレス

モータースクール安全講習

パッカー車安全講習
MIMAMORI

提案制度

オフィス町内会
エコステ―ション

リサイクルポイントシステム

古
紙
収
集
量
の
増
大

製
紙
工
場

地域清掃活動
地域自治体との連携

CO2

廃棄物

排水

CO2

廃棄物

CO2

廃棄物

社

会

的

な

信

頼

INPUT OUTPUT

関連団体等との連携
（製紙会社，全原連，同業者，自治体）

古紙              認定Ｊ-BRAND認定

古紙商品化適格事業所認定全原連優良性評価事業

社会的に信頼されるリサイクル業

EA21認証・取得

積極的地域貢献活動

古紙収集量の増大

自治体との連携

    町内会活動

営業拠点の深耕

MIMAMORI

モータースクール

     車安全講習

EA21認証・取得

自動車運転方法
（急加減速，        ）

事業活動に伴う環境負荷低減

適正設備・機器の導入・維持
（選定，点検・整備）

設備・機器環境負荷の    化
（冷暖房設定温度，空運転排除等）

古紙収集業務の効率化
（収集対象，収集経路，頻度）

選別・加工作業の効率化

古紙     の地産・地消

節水

製品の品質向上

防火・防災・健康・安全
（可燃物管理，消防機器・訓練）

分別基準

排出者指導

社内         の強化
（朝礼，定例会議，改善提案等）

信頼性・組織力・技術力の向上

EA21認証・取得

グリーン購入

機密文書処理

新ニーズへの対応

提案制度

リサイクルポイントシステム

プライバシーマーク
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5．実施体制構図
   改定日:2023年4月30日

・環境経営システムの実施に必要な人、もの、金を準備

・環境経営方針の策定

・代表者による全体の評価と見直し・指示を実施

・環境経営に関する統括責任

・環境経営レポートの承認

・経営における課題とチャンスを整理し、明確にする

・環境経営システムの構築・実施・管理

・環境経営方針・環境経営目標・環境経営計画・実施体制等の周知

・環境経営目標・環境経営計画書を確認・承認

・環境上の緊急事態の想定と準備

・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施

・環境活動の取組結果を代表者へ報告

・環境経営レポートの確認・承認

・環境負荷自己チェックシート収集及び取りまとめ表作成

・環境負荷の自己チェック及び環境への取組みの自己チェック実施

・環境経営システムの構築及び活動状況の把握、まとめ実施

・環境関連法規制等取りまとめ表の作成及び訓練計画の作成

・環境経営目標、計画、レポート等の作成、公開

・環境活動レポートの作成

・環境管理責任者の補佐

・環境経営方針の周知

・環境活動計画の実施及び達成状況の報告

・緊急時訓練の教育、実施

・各部門の状況報告

・各部門ごとの目標、計画の周知徹底

・取組チェック表の実施

従業員

役割・責任・権限

代表者

環境管理責任者

環境管理事務局

環境管理推進者

≪環境経営管理関連重要事項の審

代表取締役社長 太田雄三

環境管理推進者(全営業所統括)

佐藤 伯 最上 努

環境管理事務局 花田 覚士

《環境管理関連重要事項の審議》

【環境管理推進者】

正１名

副1名

【電力】
4名

【灯油】
2名

【燃料】
3名

【一般廃棄物】
３名

【用水】
2名

本社

【環境管理推進者】

正1名

副1名

【電力】
2名

【灯油】
2名

【燃料】
2名

【一般廃棄物】
２名

【用水】
２名

つがる営業所

【環境管理推進者】

正1名

副2名

【電力】
4名

【灯油】
2名

【燃料】
2名

【一般廃棄物】
2名

【用水】
2名

青森営業所(西・中央)

環境管理責任者 太田康仁
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2021年度実績を基準年とし、全体目標を以下のように設定しました。（中長期目標も含む）

6．環境経営目標・活動計画

基準年

実　績

全　体 331,896 328,577 325,258 325,258

kg-CO2 172,918 171,189 169,459 169,459

全　体 7.17 7.10 -1% 7.03 -2% 7.03 -2%

全　体 247,389 243,433 242,442 242,442

kg-CO2 637,084 630,713 624,342 624,342

全　体 4.26 4.30 1% 4.35 2% 4.35 2%

全　体 4,582 4,536 4,490 4,445

kg-CO2 12,055 11,935 11,814 11,693

全　体 849,754 830,573 -2% 828,510 -3% 828,510 -3%

全　体 427 414 -3% 414 -3% 410 -4%

全　体 80 80 0% 82 2% 83 4%

全　体 870 861 -1% 861 -1% 853 -2%

全　体 99.93 99.95 0% 99.95 0% 99.95 0%

●活動計画

・プレス作業を短時間で一気に行う ・不要アイドリング、ダラ運転禁止 ・事務所は２分の1消灯を心がける

・使用していない電気はマメに消す ・除湿、換気をこまめにしエアコンを控える ・パソコンを省電力設定にする

・冷暖房機の温度管理徹底（夏場２７℃・冬場２１℃） ・冬季、就業時間10分前にはエアコン、ストーブの運転を停止する

・冬季、やかんで沸かしたお湯を使用し、給湯器の使用削減

・アイドリングストップの徹底 ・エコドライブ（スピードの出しすぎ、急発進・急加速・急ブレーキをしない）の徹底

・エンジンブレーキを使用して止まる ・車の窓ガラスが凍結している場合、スノーブラシで氷を落としてからエンジンをかける

・高度運行情報システム「MIMAMORI」を使用した各自の運転スタイルの分析

・暖房機の温度管理の徹底（暖房２１℃） ・冬季、朝の低温時にはエアコンとストーブで一気に室内温度を上げた後に温度調整する

・就業時間10分前にはストーブの運転を停止する ・事務所内の空気を循環させて室温を均一にする

・分別を徹底し、再資源化出来るものはリサイクルする ・使用済み封筒は社内便などに再活用する

・コピー用紙等は、使用済み用紙の裏面を使用

・貼り紙をし、こまめな節水を促す ・トイレ貯水タンクにペットボトルを入れ、貯水量を削減する

●行動目標（独自の活動）

自動車教習所（モータースクール）による、毎月1回の安全講習会の実施。安全講話・実技訓練の受講

東奥ヂーゼルによる、年2回のパッカー車安全講習会の実施

ヒヤリハットや事故報告の内容を全社で共有し、全営業所がそれぞれに対策を考え実行する

（本社）地域河川清掃への参加。弘前さくら祭り期間中の園内清掃への参加

（青森）問屋町合同清掃への参加

（全社）会社見学の受け入れをし、会社を知ってもらうと同時に、リサイクル普及活動

古紙持込のお客様へ禁忌品混入をしないよう貼り紙での注意喚起

選別作業の徹底

社長推薦書籍の紹介・回覧の実施

新入社員教育、ドライブレコーダーを使用しての安全講習の実施

電力

用水

一般廃棄物量

灯油

燃料

産業廃棄物再資源化率

（％）

用水使用量削減

（m³）

歩留まり率

（％）

安全管理の徹底

社員教育の徹底

2022年度

目　標

2023年度

目　　標

2024年度

目　　標

-2%

電力使用量削減（kWh）

R3年東北電力公表

-2% -2%

-2%
二酸化炭素排出係数

　　　　　　　0.521　kg-CO₂

/kwh

1ベール燃費削減（kWh/h）

燃料使用量削減

（ℓ）

-1%

-1%
灯油使用量削減

（ℓ）

二酸化炭素排出量

（kg-CO₂）

一般廃棄物量削減

（kg）

車両燃費向上（km/ℓ）

-3%

-1%

-2%

製品の品質向上

地域との連携強化
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7．環境経営実績と評価

★実績値の下部数値(%)は改善率を表す。●環境経営実績（2022年4月～2023年3月）

目　　　標 実　　　績

全 体 全 体

327,202

-0.42%

7.04

-0.8%

240,645

-1.1%

4.19

-2.6%

4,616

1.8%

818,819

-1.4%

409

-1.2%

74 産業廃棄物の排出は不定期だが、2022年度の排出物は廃タイヤだった。

-7.0% マニフェスト管理なども徹底している。

778 つがる営業所では漏水はなかったが、使用量が異常に高い月があった。

-9.6% 早めの対応し、従業員に気に掛けるよう指示した。

99.92

0.0%

※青森営業所の燃料について…青森営業所2ヶ所で、車両を共有で使用している。

（kg-CO2）

灯　　　油
4,536

（ℓ）

（km/ℓ）

引き続き、昼食などで出た資源物と可燃ごみの分別を徹底していく。

達成

一般廃棄物
414

（kg）

7.10

電力使用量

328,577
（kWh）

まだまだ、エアコンと同時使用が見られなかったので、声掛けしていき、一気に室温を上げ

るよう指導していく。誰もいない部屋でのストーブ使用も見られたので、消すよう声がけして

評価

（kWh/本）

燃　　　料
243,433

（ℓ）

未達成80

コメント

冬の寒波、回収先・車の増加もあったが、燃料使用量は抑えられた。走行距離減の影

響もあると思う。

今年度より取り組んできた、ドライブレコーダーを活用した安全運転講習や、みまもりシス

テムを利用して、安全運転に取り組み、車輌燃費改善に繋げていく。

二酸化炭素排出量
830,573

車両燃費

達成

達成

4.30

産業廃棄物再資源化率

用　　　水
861

（m3）
達成

1ベール燃費

達成

未達成

達成

未達成

衣類などリユース出来ない物が多く、注意喚起が遅れた為、すぐに行動に移して3R出来

ない物を少なくしていく。

目標設定も上手くでき、社員全員に節電が浸透してきた結果と思われる。

工場にいる人には短時間プレスを心掛け、ベーラーのダラ運転をしないよう声掛けしてきた

事も大きく貢献したと思う。来年度も達成できるよう目標設定、声がけをしっかり行ってい

く。

各項目の取り組みの成果だと云える。来年度は車の燃料削減、燃費向上を目指す。

歩留まり率
99.95 未達成

（％）

（％）

326,000

327,000

328,000

329,000

1 2

電力使用量

7.00

7.05

7.10

7.15

1 2

1ベール燃費

4.10

4.20

4.30

4.40

1 2

車両燃費

238,000

240,000

242,000

244,000

1 2

燃 料

4,450

4,500

4,550

4,600

4,650

1 2

灯 油

810,000
815,000
820,000
825,000
830,000
835,000

1 2

二酸化炭素排出量

700

750

800

850

900

1 2

用 水

目標 実績 目標 目標

目標

目標

目標

目標

実績

実績

実績

実績
実績

実績
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●取組内容と評価

評価 評価結果と次年度の取組内容

二酸化炭素排出量の削減

・ 使用していない場所の電気はマメに消す ◎

・ 事務所2分の1消灯の徹底 ◎

・ 除湿、換気をこまめにしエアコンの使用を控える ○

・ 冷暖房機の温度管理の徹底(夏27℃、冬21℃） 〇

・ パソコンを省電力設定にする ◎

・ 選別前処理を徹底し、プレス作業を短時間で一気に集中して行う ◎

・ プレス機の不要アイドリング、ダラ運転禁止 ◎

・ 冬期間、エアコンとストーブを同時に使用し、室温を一気に上げる事を推進 ×

・ 終業時間10分前には冷暖房機の運転を停止 △

・ アイドリングストップの徹底 ○

・ 計量時はエンジンの停止をしない（3分以内） △

・ 暖気運転をしない △

・ エンジンブレーキの使用 △

・ エコドライブ(スピードの出し過ぎ、急発進・急加速・急ブレーキをしない)徹底 △

廃棄物の削減

・ 再生資源化できるものはリサイクルを徹底 ◎

・ 使用済みの封筒、コピー用紙の裏面の再利用徹底 ◎

・ お客様へ禁忌品混入をしないよう注意を促す 〇

・ 「節水」の張り紙をして、節水を促す △

・ パッカー車の洗車回数変更（3日に一度⇒週に1回） △

・ トイレの貯水タンクにペットボトルを入れ、貯水量を削減 ◎

・ タオル等の洗濯時には貯め洗いをする ◎

・
高度運行情報システム「MIMAMORI」を活用し、各自の運転スタイルの分析と指
導を徹底

〇

・ 月別データから各自の急ブレーキ、急発進をしていないかを掲示 ◎

・ 毎月実施 - コロナウイルスの影響もあり、実施出来なかった。落ち着いたら再開予定。

・ 東奥ヂーゼル様による安全講習を年1回実施 ◎

・ パッカー車を使用した実演指導による日常点検、整備等のスキルアップを図る ◎

・ 弘前さくらまつり期間中の公園内清掃への参加 ◎

・ 本社　地域河川清掃への参加 ◎

・
青森中央営業所　「問屋町緑のボランティア隊」、「問屋町防災訓練」、「問屋町
交通安全街頭指導」への参加

◎

・
オフィス町内会への参加を呼びかけ、リサイクルによる紙ごみの減量と、それに
伴う古紙収集量増大、地域企業のイメージアップを図る

○

・ 持込用の鉄箱に禁忌品混入について掲示し注意を促す ○

・ 取引先や集団回収団体へも禁忌品混入について注意を促す △

・ 社長推薦の書籍を紹介・回覧し、仕事への取組姿勢等のスキル向上を図る ◎

・ 新聞購読による多種多様な知識の向上を図る ◎

MIMAMORIでどの場所で急ブレーキを踏んだなど、場所も分かる様になった
為、教育材料にして運転スキル向上は目指す。
運転時各ドライバーがエコ運転を意識するようになった。

目標達成。今後も継続して取り組む。

弘前さくらまつり公園内清掃に参加し地域との交流を深めている。
地域河川清掃、問屋町清掃の実施。

掲示して注意喚起しているが、禁忌品の除去に時間がかかり、ゴミ量も増加
している。衣類は禁忌品が減った為、今後も継続して取り組む。

朝礼や社内回覧、現場リーダー主体のミーティングを細分化し、作業改善及
び情報交換の場が増加。
ルート回収のミーティング等には事務員の積極的な参加もあり、より多くの
意見交換が実現。

 パッカー車安全講習の実施

 モータースクール安全講習の実施

地域連携の強化

製品の品質向上

社員教育の徹底

評価：◎よくできた　　○まあまあできた　　△あまりできなかった　　×全くできなかった

毎年取り組んできて、意識付けできてきたが、基準値の設定が厳しく、数値
では達成できなかったため、基準値の設定を見直し、取り組んでいく。

今年は寒さが厳しく、予想以上にストーブ、エアコンを使用する時間が長
かった。稼働時間を少しでも減らせるように、従業員がいない時間は確実に
消すのを心掛ける。

取組計画

 電力使用量の削減

 1ベール燃費の向上

 灯油使用量の削減

今年度は寒波が多く、回収のずれこみもあり、暖房を使用する機会が多
かった。設定温度も高く設定してしまっていた。
次年度も季節変更による回収のずれこみが予想されるので、温度管理を注
意して実施していく。

 「MIMAMORI」の運用

安全管理の徹底

 車両燃料使用量の削減

 ゴミ分別の徹底

総排水量の削減

燃費改善に向けてドライブレコーダー､MIMAMORIを活用し、運転テクニック
の習得など教育に力を入れていく。
冬などには、出発の30分前からエンジンがかかっていた車もあった為、声が
けして指導していく。

不燃ゴミの再資源化できるものは再資源化するように今年度は分別を強化
した。来年度以降も継続していく。

つがる営業所では水量が高い数値が続いていた。事務局で気付くのではな
く、数値を見て現場で気付いていけるように、今後指導していきたい。
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まず、出発前に各自のドライバーIDを

入力し運転を開始します。

Web上では車両位置などが確認でき、

「誰が、どこを、何キロで…」などの

運行状況を把握することができます。

通ったルートも確認する事が可能です。

運転中は、自身の運転状況をディスプレイ上で確認できます。

右の写真のように「葉っぱマーク」が表示されます。

葉っぱが多いほど「エコドライブ」できている事になります。

（10段階評価を1秒毎に更新する仕組みです。）

そのため、「自分がエコドライブできていない」と感じた場合は、

即座に運転スタイルを修正する事ができます。

運行終了後は、ドライバーの運行評価を10点満点のエコポイントで

各項目ごと（トータル・一般・高速・加速・減速）に、わかりやすく

表示されます。

ISUZUのホームページ上では、レポート（運転日報・省燃費運転レポート等）の出力も可能です。

分析結果はそれぞれ数値として表示され、現在の運転レベル・運転方法の改善へのポイントなどが

一目でわかるようになっており、簡単にエコドライブの実践へ取り組めるようになっています。

1つの運行ごとにエコドライブ解析を行い、それについての運転方法の分析もできます。

各ドライバーごとのデータがわかる「乗務員レポート」では、ギア・アクセル・ブレーキなどの

運転操作状況をグラフや表で確認でき、各自のエコドライブ実践にむけた

改善ポイントも解析表示されます。

また、「車両レポート」では燃料代・燃費・時間・距離のコストや二酸化炭素排出量などの

環境データについても把握できる仕組みになっています。

会社の方針で荒い運転を無くす方向性の事から、以前までのデータ集計を廃止しました。

に掲示公表しています。１日あたりの急加減速数を基準としています。

安全運転講習を実施しています。

グラフで表記し、先月に比べてどうなったか、前年と比べてどうなったかを

2008年3月よりISUZU社製『MIMAMORI』を収集車に搭載し、同年4月より本格運用を開始

しました。

一目でわかるように分かりやすくしています。

この『MIMAMORI』を使用して各自の運転スタイルを分析する事により、従業員のエコドライブ

への意識を高めようという目的で取り組んでいます。

☆高度運行情報システム『MIMAMORI』

運転状況を各項目5点満点の点数評価を1ヶ月毎に行い、従業員

安全運転管理者を中心に、ドラレコを使用した事故映像分析

8．独自の取組について

1)　令和５年３月分より、みまもりのシステムが新しくなり、急加減速の平均点が出せなくなりました。

　　　しかし、急加減速どちらが何回鳴ったか、回数が分かる様になったため、発進・減速どちらが悪いかわかります。

　　　　　　　　各自自分の運転の分析に活用して下さい。安全運転管理者を中心に運転技術の底上げをしていきましょう。

2)　前月との急加減速回数の比較の欄を作成しました。青が改善、赤が悪化です。参考にして、意識してみてください。

正乗務員名
運行

回数(回)

稼働

日数(日)

走行距離

総計(km)

急加速回数

（回）

急減速回数

（回）

前月急加速比較

（回）

前月急減速比較

（回）

１日あたりの

急加減速回数

全営業所平均 17.62 12.60 589.1 2.19 4.89 0.56

4月弘前事業部平均 21.32 14.39 703.2 2.35 5.58 0.55

弘前事業部平均 21.42 14.79 699.5 3.18 5.06 27 -10 0.56

7 6 209 0 0 0 -1 0.00

6 5 148 0 0 0 0 0.00

6 4 147 0 0 0 0 0.00

22 15 616 1 0 0 -5 0.07

28 15 518 0 1 -1 1 0.07

35 20 1,115 0 2 0 2 0.10

7 5 174 0 1 0 1 0.20

35 21 1,140 1 4 0 0 0.24

18 16 863 2 2 -4 -6 0.25

23 19 808 1 4 1 -11 0.26

22 15 609 0 4 -1 4 0.27

12 11 232 3 0 0 -4 0.27

32 18 1,003 2 3 -4 -2 0.28

7 7 141 1 1 0 0 0.29

10 10 298 1 2 1 -2 0.30

15 13 717 2 2 2 2 0.31

12 9 273 0 3 0 1 0.33

29 20 1,184 4 3 3 -2 0.35

24 16 1,341 1 5 0 -2 0.38

16 16 735 3 4 2 1 0.44

40 24 975 6 5 4 -4 0.46

26 17 1,157 3 5 -7 0 0.47

13 12 466 6 0 4 -2 0.50

27 19 807 1 9 -5 0 0.53

15 13 379 1 7 -1 2 0.62

26 21 1,199 1 12 -1 3 0.62

37 22 918 9 11 8 -16 0.91

25 19 862 2 17 2 16 1.00

18 12 546 7 6 4 3 1.08

30 19 852 6 15 3 5 1.11

35 22 1,246 6 21 2 8 1.23

6 4 75 3 4 0 0 1.75

43 23 1,328 32 14 15 -2 2.00

5月の目標：全国的に事故が増える季節なので、かもしれない運転を徹底しよう

みまもり急加減速詳細　弘前営業所　4月分

SAMPL

SAMPLE
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①モータースクール安全講習

2012年度から自動車教習所を利用した安全講習を始めました。

新型コロナウイルスの影響もあり、2022年度は未実施。

➁構内での安全講習

安全運転管理責任者・リーダーによる、OJTを活用したチェーンの着脱講習を実施。

全社員がチェーンの着脱を出来るように、毎年冬前から教育しています。

※冬はチェーンの効果もあり、前年より事故件数は減りました。

➂パッカー車安全講習
年１、2回程度、東奥ヂーゼル様によるフジマイティ―パッカー車安全講習を実施しています。

その内容は、日常の点検事項・グリスアップ箇所の確認、後退時の安全確認、

テールゲート上昇時の注意点等について、実際にパッカー車を使用しての実演指導です。

「我々の日々の収集作業は常に危険と隣り合わせである」と再確認すると共に、

安全を優先に考えて日々の作業に取り組まなければならないと改めて認識するものです。

これらの安全講習は、次年度以降も継続し『安全運転・安全作業』への更なる意識向上に

非常に役立っています。

優秀安全運転事業所受賞

2020年　安全運転事業所 銅賞 受賞

2021年　安全運転事業所 銀賞 受賞

2022年　安全運転事業所 プラチナ賞　受賞

運転記録証明書の分析結果において一定の

成果を挙げた事業所を表彰する制度。

成果により、銅賞、銀賞、金賞、プラチナ賞の

ランクに分けて表彰しています。

3年以上無事故・無違反の者を対象に表彰を

実施している。一度でも違反があると、

やり直しになるので社員一丸となり、安全運転に

取り組んでいます。

３年連続受賞すると、プラチナ賞受賞となります。

☆安全講習会の実施
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取り組んでいます。

・環境活動への貢献によるイメージアップ

古紙リサイクルに積極的に取り組む事により、企業や地域のイメージアップに繋がる。

紙ごみ減量化に伴う、省資源・省エネルギーの取組みが温暖化の防止に繋がる。

・事業活動に伴う経費の削減

可燃ごみとして処理する場合、通常、市町村では有料で処理されることになりますが、

本システムは無料回収なので、コストダウンに繋がる。

紙ごみ減量化に努める事により、仕事の効率化や合理化を考える気運づくりに繋がる。

特徴として…

化石燃料と違い、植物油から出来ているため、

植物がある限り持続可能。

呼吸器障害や花粉アレルギー等の原因となる

黒煙排出量が少ない。

酸性雨の原因となる硫黄酸化物の発生がほぼない。

これらのものが挙げられます。

現在、BDF車所有無しの為、実績ある月まで燃費効率を出しました。

燃費効率については、以下のとおりです。

※2022年度　軽油・BDF燃費比較表（2023年2月～ＢＤＦ車廃車の為、実績無し）

☆バイオディーゼル車の導入

参照：青森県庁ホームページ　http://www.pref.aomori.lg.jp/nature/kankyo/aomori-office-chonaikai-00.html

☆オフィス町内会

平成22年度にオフィスや事業所から排出される古紙のリサイクルを促進するために発足しました。（県内

参加企業数は約980社、平成22年度から令和3年度における回収実績量は約9,700㌧）共通の回

収便を事業所間に運行する事で、回収業者の運送費に見合うよう、量的・コスト的にメリットを生み出す

仕組みになっています。

家庭から出る使用済みの油（廃食油）を回収し、県内の企業

がそれを精製、BDFとして使用。公共施設や協力店など青森市

内19ヶ所に回収BOXを設置するなど、市としても積極的に回収

を呼びかけています。

2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月

①　軽油車 4.60 4.36 4.73 3.81 4.16 4.10 4.20 3.81 3.58 3.51 3.49 3.96

②　BDF車 1.48 4.28 3.20 4.42 2.49 2.62 4.53 2.58 2.87 3.59 - -

①－② -3.12 -0.08 -1.53 0.61 - --1.67 -1.48 0.33 -1.23 -0.71 0.08
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☆プライバシーマーク取得

☆ワークライフバランス

☆場内の美化活動

平成27年1月より、ワークライフバランス（提案制度）をはじめました。

この提案制度を導入する目的は、働く人の幸せと会社の永続を実現するためであります。社員の誰

もが主役となり経営参画することで、今よりも良い会社を築き上げ、ともに成長していこうというもので

す。

より良い会社にするためには、日々ちいさな気づきの積み重ね・気づきの訓練がとても重要になり、そ

のことが「自分たちが良い会社を創るんだ！」「自分たちが会社を変えていくんだ！」という当事者意

識を持つことへも繋がります。

また、そうした取り組みが有機的に機能した結果として、さらに良い組織風土が醸成され、「働いてい

る時間」のみならず「プライベートな時間」においても充実感をもって過ごせる、いわば公私ともにワクワ

クする時間をも創り上げていけるものと考えます。

まさに、社員一人ひとりが常に考えて行動し、互いに協力しあって、より良い組織を創り上げていくこと

が、この提案制度の醍醐味と言えます。

働き甲斐のある「良い会社」を自分たちの手で創り上げることで、会社にいる時間も充実したものに

なり、それがプライベートの時間にも好影響を与え、おのずと好循環の輪が回りだして、結果として会

社の業績向上、さらには『良い世の中づくり』にもつながっていくのではないでしょうか。

今後も試行錯誤を繰り返しながら「伸和産業らしさ」を前面に押し出して、さらに素晴らしいプロジェ

クトへと磨きをかけて参ります。

近年、個人情報漏洩が騒がれています。企業として品

質・個人情報保護を重要課題とし、取り組むことが必要

となってきました。

プライバシーマークは、第三者機関による監査を受け、個

人情報の適切な取り扱いを行っている事業所へ付与さ

れます。

弊社では、機密文書リサイクル事業を開始するにあたり、

平成30年5月にプライバシーマークを取得しました。お客

様からお預かりした個人情報を適切に処理するための社

員教育、管理体制を徹底して行っております。
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1）当社は適用される環境関連法規、条例等に基づき適切に対処しており違反はありません。
2）関係機関より違反等の指摘もありません。また訴訟、苦情に関しても過去3年間ありません。

【主な環境法規制】
・浄化槽法 法第四、五、七、十、十一条

浄化槽の設置、保守点検、清掃等の規制。

・廃棄物処理法 法第六条の二　第6項（法第六条の二　第7項）
一般廃棄物排出者の収集・運搬委託

法第七条（第2、14、15、16項）法第七条の二
一般廃棄物の収集・運搬業の市町村の事業許可、範囲の変更、廃止、住所変更等の許可。

法第八条　法第十二条　法第十四条
都道府県知事の許可・報告。産廃の収集・運搬等の基準遵守。

帳簿の整備・保存。廃棄物保管の表示。

・消防法 法第十条3、4　法第十一条　法第十三条　法第十七条
貯蔵所、取扱所の設置・変更時の届出。

・弘前市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
第五条 一般廃棄物処分の届出。

・青森県環境の保全および創造に関する基本条例
第六条 環境への負荷の低減その他環境の保全のために必要な措置を講ずる事。

・つがる市環境美化条例
第五条 土地、建物の周辺を清潔にする等、環境美化の推進に努める事。

・つがる市廃棄物の処理および清掃に関する条例
第四条 事業活動で生じた廃棄物は自らの責任において適正に処理する事。

10．代表者による全体評価と見直しの結果

9．環境関連法規への違反、訴訟の有無

CO2排出量の多い電力と車両燃料油に関しては、前年比でみても削減する事が
出来た為、社員の取り組みの成果が出たと云えます。
一方で、車両燃費に関しては年々悪化している為、運転スキル習得の講習を実
施していく事が改善に繋がるものと考えます。
一例を挙げれば、今年からドライブレコーダーの設置台数も増やした為、前年よ
り取り組んでいるドライブレコーダーを活用した安全講習、ＭＩＭＡＭＯＲＩシステム
を利用した走行時の急加減速の撲滅運動を前年同様継続して、実施していただ
きたい。入社歴の浅い社員も増えたので、リーダーが率先垂範で実施・教育し、
社員一致協力して安全運転（燃費改善）に繋げて欲しいと思います。
今年も引き続き、行動指針である「次に生かす」の精神で、ＰＤＣＡサイクルを回
していきます。
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